
2021 年 4 月 22 日 

各位 

イソライト工業株式会社 

 

省エネ活動について 

 

イソライト工業(株)は、経済産業省 資源エネルギー庁が行う産業トップランナー制度（SABC 評価

制度）」において、2019 年度、2020 年度と 2 年続けて“ S クラス ”（優良事業者）に区分されました。 

 当社は環境方針のトップに、『企業活動と環境の調和に向け、企業内における省エネルギーと省資源、

温室効果ガスの削減に取り組みます。』と掲げ、省エネに貢献する当社製品群同様、会社も継続して省エ

ネに取り組んで参ります。 

 

標準産業分類中区分 特定事業者番号 主たる事業所の所在地 事業所等名 

21 窯業・土石製品製造業 6451 大阪府 イソライト工業株式会社 

 

省エネ評価 S クラス（☆表示） 

2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 

☆  ☆ ☆ 

 

 

エネルギー使用量（原油換算値）が 1 年度に 1500kl を超えると“特定事業者”となり、エネルギーの使

用量を国に報告しなければなりません。事業者の自主的な努力でエネルギー使用の合理化を促進させる

ために、報告結果が努力達成目標またはベンチマークをクリアしている状況により S～C に評価区分さ

れる制度です。S 評価になると資源エネルギー庁のホームページで社名が公表されます。 

                            「資源エネルギー庁」ホームページより 

 

以上 


